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米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の変更について

１ 「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」について

は、食糧法において、毎年７月に定め、年２回（11月及び翌年３

月）見直すこととされているところである。

今回の変更は、22年産米の生産数量目標の都道府県別配分の前

提となるものである。

２．基本指針の変更のポイントは次のとおり。

① 需要見通し

20/21年の需要実績824万トンを踏まえた全国の需要見通しは、

21/22年（21年産米対応分）821万トン、22/23年（22年産米対応

分）813万トン。

② 生産数量目標

①を踏まえ、22年産米の生産数量目標は813万トンと設定。

（これを受けて都道府県に配分。）

③ 備蓄・買入

21/22年の備蓄運営については、基本指針上は、22年６月末で

現行の適正備蓄水準100万トン及び回転備蓄を前提に販売数量を

30万トンとし、買入数量もこれに見合う30万トンを設定。

ただし、現実に実施する買入れは、21年６月末在庫86万トン

及びその後の政府売渡数量２万トンを反映した16万トンを予定。


